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情報公開・個人情報保護審査会 

第３部会開催記録 

 

１ 日  時 令和６年７月２５日（木）１３：１０～１５：４５ 

２ 場  所 情報公開・個人情報保護審査会第３会議室 

３ 出席委員 長屋聡部会長，久末弥生委員，葭葉裕子委員 

４ 議事の項目等 

（１） 事件名：令和６年（行個）諮問第１０４号「本人の労災請求に係る調査結果

復命書等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（２） 事件名：令和６年（行個）諮問第１０５号「本人に対する療養補償給付等の

不支給決定に係る実地調査復命書等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（３） 事件名：令和６年（行個）諮問第１０６号「本人に対する療養補償給付等の

不支給決定に係る実地調査復命書等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（４） 事件名：令和６年（行個）諮問第１０７号「本人が行った労働者派遣法違反

の申告に係る文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（５） 事件名：令和５年（行情）諮問第５８４号「特定記事に記載の特定製薬会社

が厚生労働省に渡したとされる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（６） 事件名：令和６年（行情）諮問第２７号「「情報公開制度及び個人情報保護

制度に基づく手続き方法の変更について」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（７） 事件名： 

令和６年（行情）諮問第６６号「情報公開・個人情報保護法施行に係る部局

窓口一覧の一部開示決定に関する件」 

令和６年（行情）諮問第６７号「公文書監理・情報公開室の配置図の一部開

示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 
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調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査会設置

法施行令２条１項に基づき併合の上，調査審議 

（８） 事件名： 

令和５年（行個）諮問第２１０号「長野労働局特定部における本人に係る応

対記録の開示決定に関する件（保有個人情報の特定）」 

令和５年（行個）諮問第２１２号「本人に係る特定日以降の長野労働局特定

部等における相談票等の一部開示決定に関する件」 

令和５年（行個）諮問第２１３号「特定月以降の長野労働局特定室における

本人に関する文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査会設置

法施行令２条１項に基づき併合の上，調査審議 

（９） 事件名：令和５年（行個）諮問第２０９号「本人が特定公共職業安定所に提

出した離職理由異議申立書に対して特定事業所からの回答を記した文書の一

部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１０） 事件名：令和５年（行個）諮問第２５３号「本人の申出に係る神奈川労働

局長の助言・指導処理票の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１１） 事件名：令和５年（行情）諮問第６５８号「開示請求書別紙の事案に関す

る文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（１２） 事件名：令和６年（行情）諮問第１３８号「特定公共職業安定所における

特定職員に係る職員名簿の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１３） 事件名：令和５年（行情）諮問第８３２号「特定事業場における労使協定

の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１４） 事件名：令和５年（行情）諮問第８０１号「特定の遺族補償一時金不支給

処分取消請求控訴事件に係る文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 
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（１５） 事件名：令和５年（行情）諮問第８７２号「特定事件の判決に対する行政

庁意見に係る文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（１６） 事件名：令和５年（行情）諮問第１０８５号「特定日特定時間に特定公園

で加熱式タバコを喫煙していた特定職員が当該時間帯において職務専念義務

がなかったことが分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

 

 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 


